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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年1月28日(2021.1.28)

【公開番号】特開2019-114635(P2019-114635A)
【公開日】令和1年7月11日(2019.7.11)
【年通号数】公開・登録公報2019-027
【出願番号】特願2017-246227(P2017-246227)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   1/16     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｑ
   Ｈ０５Ｋ    3/46     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    1/16     　　　Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月8日(2020.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス基板と、
　このガラス基板に積層される導体回路層と、
　前記導体回路層の一部を下部電極とし、この下部電極上に積層形成される誘電体層、及
び前記誘電体層上に積層形成される上部電極層を有するキャパシタと、
　を備え、
　前記導体回路層の上面は、第１上面領域と、前記第１上面領域から突き出た凸部の上面
としての第２上面領域とを有し、前記第２上面領域は前記下部電極の上面であるキャパシ
タ内蔵ガラス回路基板。
【請求項２】
　前記ガラス基板及び前記導体回路層の間に形成される下部金属層を更に備える、請求項
１に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項３】
　前記導体回路層は、銅、ニッケル、クロム、パラジウム、金、ロジウム、及びイリジウ
ムからなる群より選択される何れかの材料からなる請求項１又は請求項２に記載のキャパ
シタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項４】
　前記第２上面領域は、前記第１上面領域と比較して表面粗さがより小さい、請求項１乃
至請求項３のいずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項５】
　前記上部電極層は、前記ガラス基板と前記導体回路層との積層方向の平面視において前
記導体回路層の前記第２上面領域の内側に備えられている、請求項１乃至請求項４のいず
れか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項６】
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　前記上部電極層の下地としての上部金属層を更に備え、前記上部金属層の厚さは、前記
第２上面領域と前記第１上面領域との高さの差と比較してより大きい、請求項１乃至請求
項５のいずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項７】
　前記ガラス基板には、表裏面を貫通する貫通孔が形成されている請求項１乃至請求項６
のいずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
【請求項８】
　ガラス基板の上に、下部電極を有する導体回路層を形成する工程と、
　前記導体回路層の上に、前記導体回路層の上面が部分的に露出するように保護層を形成
する工程と、
　前記保護層をマスクとして用いたエッチングにより、前記導体回路層の上面に、第１上
面領域と、前記第１上面領域から突き出た凸部の上面としての第２上面領域とを形成する
工程であって、前記第２上面領域は前記下部電極の上面である工程と、
　前記保護層を除去する工程と、
　前記下部電極上に誘電体層を形成する工程と、
　前記誘電体層上に上部電極を形成する工程と、
　を含むキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項９】
　前記導体回路層を形成する前に、前記ガラス基板上に下部金属層を形成する工程をさら
に含む、請求項８に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記導体回路層は、銅、ニッケル、クロム、パラジウム、金、ロジウム、及びイリジウ
ムからなる群より選択される何れかの材料からなる請求項８または請求項９に記載のキャ
パシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記保護層は、前記ガラス基板と前記導体回路層との積層方向の平面視において前記誘
電体層及び前記上部電極の形成領域の外側まで形成される、請求項８乃至請求項１０のい
ずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記上部電極を、前記ガラス基板と前記導体回路層との積層方向の平面視において前記
第２上面領域の内側に形成する請求項８乃至請求項１１のいずれか１項に記載のキャパシ
タ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記上部電極を形成する前に、前記誘電体層の上に、前記第２上面領域と前記第１上面
領域との高さの差と比較してより大きい厚さを有する上部金属層を形成する工程を更に含
む請求項８乃至１１のいずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記導体回路層を形成する前に、前記ガラス基板に表裏面を貫通する貫通孔を形成する
工程を更に含む請求項８乃至請求項１３のいずれか１項に記載のキャパシタ内蔵ガラス回
路基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記の課題を解決する手段として、本発明の請求項１に記載の発明は、ガラス基板と、
このガラス基板に積層される導体回路層と、前記導体回路層の一部を下部電極とし、この
下部電極上に積層形成される誘電体層、及び前記誘電体層上に積層形成される上部電極層
を有するキャパシタと、を備え、前記導体回路層の上面は、第１上面領域と、前記第１上
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面領域から突き出た凸部の上面としての第２上面領域とを有し、前記第２上面領域は前記
下部電極の上面である。
　本発明の請求項２に記載の発明は、前記ガラス基板及び前記導体回路層の間に形成され
る下部金属層を更に備える。
　本発明の請求項３に記載の発明は、前記導体回路層は、銅、ニッケル、クロム、パラジ
ウム、金、ロジウム、及びイリジウムからなる群より選択される何れかの材料からなる。
　本発明の請求項４に記載の発明は、前記第２上面領域は、前記第１上面領域と比較して
表面粗さがより小さい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の請求項５に記載の発明は、前記上部電極層は、前記ガラス基板と前記導体回路
層との積層方向の平面視において前記導体回路層の前記第２上面領域の内側に備えられて
いる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の請求項６に記載の発明は、前記上部電極層の下地としての上部金属層を更に備
え、前記上部金属層の厚さは、前記第２上面領域と前記第１上面領域との高さの差と比較
してより大きい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の請求項７に記載の発明は、前記ガラス基板には、表裏面を貫通する貫通孔が形
成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明の請求項８に記載の発明は、ガラス基板の上に、下部電極を有する導体回路層を
形成する工程と、前記導体回路層の上に、前記導体回路層の上面が部分的に露出するよう
に保護層を形成する工程と、前記保護層をマスクとして用いたエッチングにより、前記導
体回路層の上面に、第１上面領域と、前記第１上面領域から突き出た凸部の上面としての
第２上面領域とを形成する工程であって、前記第２上面領域は前記下部電極の上面である
工程と、前記保護層を除去する工程と、前記下部電極上に誘電体層を形成する工程と、前
記誘電体層上に上部電極を形成する工程と、を含む。
　本発明の請求項９に記載の発明は、前記導体回路層を形成する前に、前記ガラス基板上
に下部金属層を形成する工程をさらに含む。
　本発明の請求項１０に記載の発明は、前記導体回路層は、銅、ニッケル、クロム、パラ
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ジウム、金、ロジウム、及びイリジウムからなる群より選択される何れかの材料からなる
。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明の請求項１１に記載の発明は、前記保護層は、前記ガラス基板と前記導体回路層
との積層方向の平面視において前記誘電体層及び前記上部電極の形成領域の外側まで形成
される。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明の請求項１２に記載の発明は、前記上部電極を、前記ガラス基板と前記導体回路
層との積層方向の平面視において前記第２上面領域の内側に形成する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　本発明の請求項１３に記載の発明は、前記上部電極を形成する前に、前記誘電体層の上
に、前記第２上面領域と前記第１上面領域との高さの差と比較してより大きい厚さを有す
る上部金属層を形成する工程を更に含む。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明の請求項１４に記載の発明は、前記導体回路層を形成する前に、前記ガラス基板
に表裏面を貫通する貫通孔を形成する工程を更に含む。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係るキャパシタ内蔵ガラス回路基板１０の要部を示
す縦断面図である。なお、図３Ｆ中Ｐはキャパシタ形成部を示している。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
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　ガラス基板１００の製造方法としては、フロート法、ダウンドロー法、フュージョン法
、アップドロー法、ロールアウト法等が挙げられるが、いずれの方法によって作製された
ガラス材料を用いてもよく、本実施形態のものに限定されない。ガラスの線膨張係数は－
１ｐｐｍ／Ｋ以上１５．０ｐｐｍ／Ｋ以下であることが望ましい。その理由として、－１
ｐｐｍ/Ｋ以下である場合、ガラス材料自体を選定することが困難となり安価に作成でき
ない。一方、１５．０ｐｐｍ／Ｋ以上である場合、他層との熱膨張係数の差異が大きく信
頼性が低下する。また、本実施形態の基板にシリコンチップを実装する場合は、シリコン
チップとの接続信頼性が低下する。なお、ガラスの線膨張係数は、より好ましくは０．５
ｐｐｍ／Ｋ以上８．０ｐｐｍ／Ｋ以下、更に好ましくは１．０ｐｐｍ／Ｋ以上４．０ｐｐ
ｍ／Ｋ以下であることが望ましい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　絶縁樹脂層１３１の厚さであるが、好ましくは５μｍ以上５０μｍ以下であることが望
ましい。５０μｍ以上である場合、絶縁樹脂層１３１に形成できるビアホール１３２の小
径化が難しくなるため、配線の高密度化が不利となってしまう、５μｍ以下である場合、
層間絶縁性を確保することが困難となる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
　また、図４Ｅに示すように、シード金属層１１３の厚さを、凸状段差部の段差よりも大
きくすることによって、キャパシタの上部電極１１４をセミアディティブ法で形成するた
めの給電を安定して行うことが可能である。この場合、絶縁体である誘電体層１１１表面
の段差を導電性の高いシード金属層１１３で乗り越えるため、凸状段差部の段差による誘
電体層１１１表面の段差で断線する可能性がなくなり歩留まり良く上部電極１１４を形成
可能となる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　本発明によれば、ガラス基板を有するキャパシタ内蔵回路基板を高い信頼性で製造する
ことが可能となる。なお、キャパシタ内蔵ガラス回路基板は、半導体パッケージ基板、イ
ンターポーザ、光学素子用基板の製造、あるいは電子部品の製造に利用することができる
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明と同等の記載を付記する。
［１］
　ガラス基板と、
　このガラス基板に積層され、内部に導体回路層が形成された絶縁樹脂層と、
　前記導体回路層の一部を下部電極とし、この下部電極上に積層形成される誘電体層と、
前記誘電体層上に積層形成される上部電極層とを有するキャパシタとを備え、
　前記下部電極は、前記ガラス基板と前記絶縁樹脂層の積層方向を含む平面における断面
視において前記誘電体層側に凸状段差部を有し、前記凸状段差部の表面は凸状段差部以外
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の表面より、表面粗さが小さく形成されたキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
［２］
　前記キャパシタは、前記積層方向の平面視において前記導体回路層の前記凸状段差部の
内側に備えられている［１］に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
［３］
　前記キャパシタの前記上部電極層の下地にはシード金属層が形成され、
　前記シード金属層の厚さが、前記下部電極の前記凸状段差部の段差より厚く形成されて
いる［１］に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板。
［４］
　前記ガラス基板には、表裏面を貫通する貫通孔が形成されている［１］に記載のキャパ
シタ内蔵ガラス回路基板。
［５］
　ガラス基板表面に導体回路層を形成する工程と、前記ガラス基板に絶縁樹脂層を積層形
成する工程と、前記絶縁樹脂層にビアを形成する工程を複数回繰り返す第１工程と、
　前記第１工程は、前記導体回路層の一部に、誘電体層と、上部電極層とを有するキャパ
シタを形成する工程を含み、
　前記キャパシタを形成する工程は、前記導体回路層の上に保護層を形成する工程と、前
記保護層をマスクとして前記導体回路層のシード金属層を除去する工程と、前記保護層を
剥離する工程と、前記導体回路層の上に下部電極、若しくは、前記誘電体層を形成する工
程を含むキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
［６］
　前記保護層を形成する工程は、前記ガラス基板と前記絶縁樹脂層との積層方向の平面視
において前記キャパシタの形成領域位の外側まで形成する［５］に記載のキャパシタ内蔵
ガラス回路基板の製造方法。
［７］
　前記キャパシタを形成する工程は、前記上部電極層を、前記ガラス基板と前記絶縁樹脂
層との積層方向の平面視において前記保護層によって保護された導体回路層部の内側に形
成する［５］に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
［８］
　前記キャパシタを形成する工程は、前記誘電体層の上部にシード金属層を形成する工程
を備え、
　前記シード金属層を形成する工程は、シード層の厚さが、前記保護層によって保護され
た導体回路層部と、保護されていない導体回路層部の段差より厚くなるように実施する［
５］に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
［９］
　前記第１工程の前に、前記ガラス基板に表裏面を貫通する貫通孔を形成する工程を有す
る［５］に記載のキャパシタ内蔵ガラス回路基板の製造方法。
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